
事 務 連 絡

平成２３年１２月９日

各都道府県保健福祉主管部局御中

厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課

福祉人材確保対策室

社会・援護局障害保健福祉部

障 害 福 祉 課

喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式の送付等について

今般、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号。以下｢法｣という。）、社会福祉士

及び介護福祉士法施行令（昭和62年政令第402号。以下｢施行令｣という。）及び 社会福祉士

及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号。以下｢省令｣という。）に規定する登録

喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）、認定特定行為業務従事者、登録研修機関の登録申

請等に用いる様式について下記のとおりお示しするので、各都道府県においては、参考として

いただき、各登録事務について遺漏のないようされたい。

なお、本事務連絡は医政局及び老健局に協議済みであることを申し添える。

記

１．登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）関係

（１）事業者登録申請等

○法第48条の３第２項及び省令第26条の２第１項の申請書：別添 第１－１号様式

○省令第26条の２第２項に規定する介護福祉士の氏名に関する書類：別添 第１－２号様

式

○省令第26条の２第１項第３号の書面：別添 第１－３号様式

○省令第26条の２第１項第４号の書類：別添 第１－４号様式

（２）登録事業者の管理

○法第48条の５第２項・法附則第20条第2項に規定する登録簿：別添 第２号様式

（３）事業者の登録更新等

○法第48条の６第１項及び第２項・法附則第20条第２項の規定による届出等に関する書類

：別添 第３－１号様式（実施行為の追加に係る事前届出事項用様式）

第３－２号様式（登録内容の変更等に係る事後届出事項用様式）



第３－３号様式（登録辞退用様式）

２．認定特定行為業務従事者認定証関係

（１）認定特定行為業務従事者認定証

○法附則第４条第１項に規定する認定特定行為業務従事者認定証：

別添 第４－１号様式（省令別表第一号、第二号研修修了者用様式）

第４－２号様式（省令別表第一号、第二号研修修了者用、交付事務委託用様式）

第４－３号様式（省令別表第三号研修修了者用様式）

第４－４号様式（省令別表第三号研修修了者用、交付事務委託用様式）

（２）認定証交付申請等

○省令附則第５条の規定による申請書：別添 第５－１号様式（省令別表第一号、第二号

研修修了者用様式）又は第５－２号様式（省令別表第三号研修修了者用様式）

○法附則第４条第３項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書：別添 第５－３号様式

（３）認定特定行為業務従事者の管理

○法附則第４条第１項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付に関する書類：

別添 第６号様式

（４）認定証の変更届出等

○省令附則第７条の規定による変更の届出に関する書類：別添 第７号様式

○省令附則第８条第１項に規定する再交付申請書：別添 第８号様式

（５）認定の取消等

○法附則第４条第４項の規定による業務の停止又は返納に関する書類：

別添 第９号様式（認定証の返納、業務停止命令用様式）

第１０－１号様式（都道府県間連絡・業務停止処分用様式）

第１０－２号様式（都道府県間連絡・認定証返納処分用様式）

第１１号様式（認定辞退用様式）

３．登録研修機関関係

（１）登録研修機関登録申請等

○省令附則第10条第1項の申請書：別添 第１２－１号様式

○省令附則第10条第２項第３号の書面：別添 第１２－２号様式

○省令附則第10条第２項第４号の書類：別添 第１２－３号様式



（２）登録研修機関の管理

○法附則第８条第２項に規定する研修機関登録簿：別添 第１３号様式

（３）登録研修機関の登録更新等

○法附則第９条の規定による登録の更新に関する書類：別添 第１４－１号様式

○法附則第11条の規定による変更の届出に関する書類：別添 第１４－２号様式

（４）業務規程

○法附則第12条第１項の規定による変更の届出に関する書類：別添 第１５号様式

（５）登録研修機関の休廃止届出

○法附則第13条の規定による業務の休廃止の届出に関する書類：別添 第１６号様式

４．認定特定行為業務従事者認定証関係（改正法附則第14条関係）

（１）認定証交付申請等（改正法附則第14条関係）

○改正省令附則第４条第１項の申請書：別添 第１７－１号様式

○改正省令附則第４条第１項第２号の書類：

別添 第１７－２号様式（本人誓約書）

第１７－３号様式（第三者証明書）

○改正省令附則第４条第１項第３号の書類：別添 第１７－４号様式

（２）認定特定行為業務従事者認定証（改正法附則第14条関係）

○改正法附則第14条第２項に規定する認定特定行為業務従事者認定証：

別添 第１８－１号様式（不特定多数の者対象用様式）

第１８－２号様式（特定の者対象用様式）

５．登録喀痰吸引等事業者番号等の設定について

（１）登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）番号の設定

都道府県の別、登録喀痰吸引等事業者と登録特定行為事業者の別を登録番号の中で示すため、

以下の体系とする。また、各都道府県で独自の区分を追加する必要がある場合には、番号の末尾に

桁数を追加して用いても差し支えない。



□□ □ □□□□□□

↓ ↓ ↓

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ：都道府県番号（２桁）

Ｂ：事業者区分（１桁）

不特定多数の者を対象とする事業者にあっては１

特定の者のみを対象とする事業者にあっては２

C ：事業者番号（６桁）

（各都度府県において任意の番号を付番）

（２）認定特定行為業務従事者（経過措置の適用により認定される者を含む）番号の設定

都道府県の別、経過措置適用の有無を登録番号の中で示すため、以下の体系とする。また、各都

道府県で独自の区分を追加する必要がある場合には、番号の末尾に桁数を追加して用いても差し支

えない。

□□ □ □□□□□□

↓ ↓ ↓

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ：都道府県番号（２桁）

Ｂ：経過措置適用区分（１桁）

経過措置を適用しない者にあっては１

経過措置を適用する者にあっては２

Ｃ：従事者番号（６桁）

（各都度府県において任意の番号を付番）

（３）登録研修機関番号の設定

都道府県の別、実施する研修課程の種別を登録番号の中で示すため、以下の体系とする。また、

各都道府県で独自の区分を追加する必要がある場合には、番号の末尾に桁数を追加して用いても差

し支えない。

□□ □ □□□□

↓ ↓ ↓

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ：都道府県番号（２桁）

Ｂ：実施研修課程区分（１桁）

省令別表第一号、第二号研修を開講する機関（第一号、第二号と第三号研修を合わせて開講

する場合も含む）にあっては１

省令別表第三号研修を開講する機関にあっては２

Ｃ：研修機関番号（４桁）

（各都度府県において任意の番号を付番）


